
 

政策的随意契約による役務の提供について（契約前公告） 

 

福井県共生社会シンボルマークおよびヘルプマーク啓発ステッカー印刷業務について、

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定による随意契約を行うので、福井県

財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１６５条第２項第１号の規定により公告す

る。 

 

令和４年１月２５日 

 

                         福井県知事 杉本 達治   

 

記 

 

１ 契約の内容   

（１）契約名称  福井県共生社会シンボルマークおよびヘルプマーク啓発ステッカー

印刷業務 

（２）業務内容  自動販売機等貼付用ステッカー印刷 

    丸型（直径 15ｃｍ）     ７００枚 

    長方形（縦 11cm×横 21cm） ３００枚 

           ※詳細は別紙仕様書のとおり 

（３）履行期限     令和４年３月４日 

（４）契約締結予定日  令和４年２月４日 

（５）担当課および履行箇所 

    福井県健康福祉部障がい福祉課 電話 ０７７６－２０－０３３８ 

         

２ 契約の相手方の選定基準 

  福井県内に所在すること。 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事

業（生活介護、就労移行支援または就労継続支援を行う事業所に限る。）を行う事業

所または小規模事業所（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号））等として指定さ

れている施設であること。 

 

３ 契約の相手方の決定方法 

（１）見積合わせを行い、予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示した施設と契約す

る。 

（２）見積書の提出が１施設のみであった場合は、予定価格の制限の範囲内であるか確

認のうえ契約する。 

   

４ 契約の申込みの方法   

（１）提出期限 令和４年２月４日 １０時 

（２）提出先   住 所：福井市大手３－１７－１ 

所 属：健康福祉部障がい福祉課 

連絡先：０７７６－２０－０３３８ 



仕様書 

項番 品名 規格 
数量 

（枚） 

１ 福井県共生社会シンボ

ルマークおよびヘルプ

マーク啓発ステッカー 

丸型（直径 15ｃｍ）   

長方形（横）（縦 11cm×横 21cm） 

 

印刷：フルカラー 

   耐光、耐水性のあるもの 

素材：塩ビ、再剥離粘着シート 

   表面ラミネート加工 

使用用途：自動販売機等への貼付 

    （はがした際に跡が残らないもの） 

700 

300 

納  期 ：令和４年３月４日（金） 

デ ー タ：支給 

校正回数：１回  

 

＜長方形（横）＞【縦 11cm×横 21cm】 

 

＜丸型＞ 

【直径 15cm】 

 

 


